
 

 

 

 

 

 

 

年金記録訂正請求に係る答申について 
 

九州地方年金記録訂正審議会 

令和３年１０月１８日答申分 

 

 

 

  ○答申の概要 

 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの     １件 

 

         厚生年金保険関係       １件 

 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの        ２件 

 

         国 民 年 金 関 係       １件 

         厚生年金保険関係       １件 

 



 

厚生局受付番号 ： 九州（受）第 2000387号 

厚生局事案番号 ： 九州（厚）第 2100060号 

 

第１ 結論 

１ 請求者のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日を昭和 54年 11月１日から同

年７月２日に訂正し、昭和 54 年７月から同年９月までの標準報酬月額を６万 8,000 円、昭和

54年 10月の標準報酬月額を７万 6,000円とすることが必要である。 

昭和 54年７月から同年 10月までの期間については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第５項の規定により、保

険給付の計算の基礎となる被保険者期間として記録することが必要である。 

事業主が請求者に係る昭和 54年７月から同年 10月までの期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

２ 請求者のＡ社における昭和 54 年７月から同年９月までの標準報酬月額を６万 8,000 円から

７万 6,000円に訂正することが必要である。 

昭和 54年７月から同年９月までの訂正後の標準報酬月額（訂正前の標準報酬月額６万 8,000

円を除く。）については、厚生年金保険法第 75条本文の規定により、保険給付の計算の基礎と

ならない標準報酬月額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏 名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： 昭和 54年７月２日から同年 11月１日まで 

昭和 54 年７月２日にＡ社に入社し、当時は、試用期間が３か月程あり、その後、正社員と

なっていたが、給与計算書を見ると、給与から厚生年金保険料が控除されている期間があるの

で、厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

 １ 請求者が提出した請求期間に係るＡ社の給与計算書並びに同社と合併したＢ社が提出した

人事記録及び同社の回答により、請求者は請求期間においてＡ社に勤務していたと認められる。 

また、前述の給与計算書及び請求者が提出したＡ社の給与支払明細票並びに請求期間当時に

おいて同社における厚生年金保険被保険者記録が確認できる者の回答及び陳述により、請求者

は、請求期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていたと認められる。 

一方、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は請

求者の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、前述の給与計算書及び給与支払明細票により確認できる厚生年金保険料控除額

又は報酬月額から、昭和 54年７月から同年９月までの標準報酬月額については６万 8,000円、



 

昭和 54年 10月の標準報酬月額については７万 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

Ｂ社は、昭和 54年７月から同年 10月までの期間について、請求者の厚生年金保険被保険者資

格取得届を社会保険事務所（当時）に対し提出したか否か、また、厚生年金保険料を納付した

か否かについては不明と回答しているところ、これを確認できる関連資料及び周辺事情はない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が請求どおりの

厚生年金保険被保険者資格の取得年月日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否か

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないことから、行ったとは認められな

い。 

 

 ２ 請求期間のうち、昭和 54 年７月から同年９月までの期間については、前述の給与計算書に

より確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額は、厚生年金特例法による訂正後の標準報酬月

額を上回っていることから、当該期間の標準報酬月額について、６万 8,000 円から７万 6,000

円に訂正することが必要である。 

   なお、前述の給与計算書によると、請求者は、訂正後の標準報酬月額（訂正前の標準報酬月

額６万 8,000 円を除く。）に見合う厚生年金保険料を事業主により控除されていたとは認めら

れず、厚生年金特例法第１条第１項には該当しないことから、厚生年金保険法第 75 条本文の

規定により、保険給付の計算の基礎とならない標準報酬月額（訂正前の標準報酬月額６万 8,000

円を除く。）として記録することが必要である。 



 

厚生局受付番号 ： 九州（受）第 2100131号 

厚生局事案番号 ： 九州（国）第 2100016号 

 

第１ 結論 

   平成 21年５月から平成 22年６月までの請求期間については、国民年金保険料を納付した期

間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

 氏 名 ： 男  

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

 住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

 請 求 期 間 ： 平成 21年５月から平成 22年６月まで 

   平成 21年５月から平成 22年７月までの国民年金保険料が未納となっているが、その期間の

うち、請求期間の保険料については、手元にある納付書が使えるうちに、Ａ郵便局で納付した

と思う。 

調査の上、請求期間を国民年金保険料の納付済期間に訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由    

請求者は、請求期間に係る国民年金保険料をＡ郵便局において、手元にある納付書が使える

うちに納付した旨主張しているところ、株式会社ゆうちょ銀行は、請求者の請求期間に係る国

民年金保険料の納付について、保存期間を過ぎているため納付状況は確認できない旨回答して

いる。 

また、請求者の住所地とするＢ市は、請求者の請求期間に係る国民年金保険料の納付の有無

及び請求者の基礎年金番号（＊）以外の基礎年金番号については、確認できない旨並びに請求

者の請求期間に係る課税に関する資料を保管していない旨回答しており、請求者は、母親から

受け取ったお金か貯金していたお金により、請求期間の国民年金保険料を納付したと主張して

いるものの、請求者及び母親は、請求期間に係る国民年金保険料の納付に関する資料を保管し

ていない旨陳述している。 

さらに、日本年金機構は、請求者の現在の基礎年金番号（＊）以外の基礎年金番号の払出し

はない旨回答している。 

なお、オンライン記録によると、請求者は、請求期間後の平成 22年８月から平成 24年９月

までの国民年金保険料を平成 24 年９月４日に納付していることが確認できるところ、当該納

付日時点においては、時効により、請求期間の国民年金保険料を納付することができなかった

ものと思料される。 

このほか、請求者が請求期間について、国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）はなく、ほかに請求期間について、請求者の国民年金保険料が納付

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、請求者が

請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

厚生局受付番号 ： 九州（受）第 2000396号 

厚生局事案番号 ： 九州（厚）第 2100061号 

 

第１ 結論 

請求期間①及び②について、請求者のＡ事業所（現在は、Ｂ事業所）における厚生年金保険

被保険者資格の取得年月日の訂正を認めることはできない。 

請求期間③について、請求者のＡ事業所における厚生年金保険の標準報酬月額の訂正を認め

ることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏 名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住 所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

請 求 期 間 ： ① 平成元年２月９日から同年４月 1日まで 

② 平成２年４月２日から同年 10月１日まで 

③ 平成２年 10月１日から平成３年４月１日まで 

   平成元年２月９日から平成２年３月 31日まで及び同年４月２日から平成４年５月 10日まで

Ｃ職としてＡ事業所で勤務したが、非常勤職員として勤務した平成元年４月１日から平成２年

３月 31 日までと同年 10 月１日から平成４年５月 10 日までの期間の厚生年金保険の記録はあ

るが、臨時職員として勤務した請求期間①及び②の厚生年金保険の記録がない。 

請求期間③については、標準報酬月額が前後の期間より低い記録となっている。 

臨時職員として勤務していた請求期間①及び②については、厚生年金保険の被保険者期間と

して認め、非常勤職員として勤務していた請求期間③については、標準報酬月額を正しい額に

訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

１ 請求期間①及び②については、請求者のＢ事業所に係る雇用保険被保険者記録によると、請

求者は、平成元年２月９日に被保険者資格を取得し、平成４年５月 10 日に離職していること

が確認できるところ、請求者及びＢ事業所が提出した請求者に係る在職証明書によると、請求

者は、平成元年２月９日から同年３月 31 日までの期間及び平成２年４月２日から同年９月 30

日までの期間において、Ａ事業所に臨時職員として勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｂ事業所を管理しているＤが提出した請求者に係る３枚の「臨時職員雇用（更

新）伺」によると、請求期間①及び②において、請求者のＡ事業所に係る雇用予定期間の記載

は確認できるものの、勤務時間等の記載はない。 

また、請求期間当時にＡ事業所を管理していたＥは、請求者の請求期間①及び②に係る資料

の保管はない旨回答しており、Ｂ事業所及びＤは、いずれも前述の資料以外に、請求者の請求

期間①及び②における勤務実態に係る資料の保管はない旨回答していることから、請求者が厚

生年金保険被保険者に該当する勤務実態であったか否かを確認することができない。 

   このほか、請求者の主張について確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期間

①及び②において、厚生年金保険の被保険者であったと認めることはできない。 



 

 

２ 請求期間③については、Ｄが提出した請求者に係る平成２年９月 25 日起案の「非常勤嘱託

職員の委嘱について（伺）」によると、「辞令案（118,900円）」及び「平成２年 10 月１日から

平成３年３月 31 日まで」と記載があることが確認でき、当該額に見合う標準報酬月額は、請

求者のオンライン記録の標準報酬月額（11万 8,000円）と一致している。 

  また、Ｅ及びＢ事業所は、請求者の請求期間③における報酬月額に係る資料の保管はない旨

回答しており、Ｄは、前述の資料以外に、当該期間に係る資料の保管はない旨回答している上、

請求者自身も、請求期間③当時の報酬月額が分かる資料を所持していないことから、請求者が

請求期間③において、オンライン記録の標準報酬月額を上回る標準報酬月額に見合う給与を事

業主から支払われていたことについて確認又は推認することができない。 

このほか、請求者の請求期間③に係る報酬月額及び厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が請求期間

③において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 


